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◇承認事項
　・平成30年度東和土地改良区財務状況報告書の承認に

　　ついて

　・令和元年度第１回東和土地改良区一般会計収入支出

　　補正予算の専決処分の承認について

◇議案事項
　・令和元年度第２期賦課金の一部変更について

　・各種積立金処分額の変更について

　・令和元年度第２回東和土地改良区一般会計収入支出補正予算について

　・農家負担金軽減支援対策事業の申請について

　・土地改良財産の取得及び処分について

　去る８月23日、令和元年度臨時総代会が　藤野戸　祐介　総代（東神楽地区）議長のもとに開催され、

議事録記名人に　河野　正樹　総代（東川地区）、髙橋　一政　総代（東旭川地区）が選任され、提出議

案全てが原案とおり可決及び承認となりました。

土地改良区の概要
（11月１日現在）

組 合 員 　  1,008人

（表紙写真）
 展望台よりみた紅葉と東川町の
 まちなみ

議決事項

（藤野戸議長による議事進行） （総代会の様子）

（外山理事長ご挨拶）
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１．会計決算の概要
（収　入） （単位：円）

項　　　　目 決 算 額

賦　　　課　　　金（経常） 439,188,130

賦　　　課　　　金（特別） 10,256,380

補 助 金 及 び 交 付 金 138,817,005

使 用 料 133,330

財 産 収 入 1,736,830

受 託 金 及 び 補 償 金 収 入 73,165,013

借 入 金 72,125,000

決 済 金 2,200,200

繰 入 金 49,298,326

諸 収 入 4,164,050

繰 越 金 56,248,138

合　　　　計 847,332,402

平成30年度 決算及び財務の状況について

（支　出） （単位：円）

項　　　　目 決 算 額

一 般 管 理 費 144,639,552

営 造 物 管 理 費 300,654,866

選 挙 費 0

土 地 改 良 事 業 費 87,024,156

諸 税 及 び 負 担 金 116,404,757

繰 出 金 47,275,592

償 還 金 71,995,886

諸 支 出 金 5,475,997

合　　　　計 773,470,806

次 年 度 繰 越 73,861,596

・収入決算額　一金　847,332,402円也
・支出決算額　一金　773,470,806円也
・収入支出差引残高　  73,861,596円也

（翌年度へ繰越）

　財務状況については、貸借対照表及び正味財産計算書により報告させていただきます。

　尚、本誌に掲載することにより、東和土地改良区規約第45条に規定する財務状況の公表といたします。
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２．財務状況

一般会計
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ　資産の部
　　１　流動資産
　　　　　現金及び預金 73,697,723 60,536,709 13,161,014
　　　　　未収賦課金等 756,960 372,600 384,360
　　　　　短期未収金 7,473,414 8,048,959 △575,545
　　　　　棚卸資産 238,798 246,569 △7,771
　　　　流動資産合計 82,166,895 69,204,837 12,962,058
　　２　固定資産
　　　　⑴有形固定資産
　　　　　　山林、宅地及びその従物 20,232,562 20,232,562 0
　　　　　　建物及び附属設備 70,311,760 73,544,505 △3,232,745
　　　　　　所有土地改良施設 1,028,455,619 1,047,381,444 △18,925,825
　　　　　　土地改良施設用地等 6,000 1,000 5,000
　　　　　　土地改良施設建設仮勘定 129,349,609 121,910,579 7,439,030
　　　　　　車両運搬具 2,297,214 3,658,815 △1,361,601
　　　　　　工具、器具等 2,573,677 2,847,782 △274,105
　　　　　　有形固定資産合計 1,253,226,441 1,269,576,687 △16,350,246
　　　　⑵無形固定資産
　　　　　　受託土地改良施設使用収益権 182,479,828 189,394,356 △6,914,528
　　　　　　ソフトウェア 826,874 1,343,452 △516,578
　　　　　　無形固定資産合計 183,306,702 190,737,808 △7,431,106
　　　　⑶その他固定資産
　　　　　　基本財産
　　　　　　　備荒積立金 73,289,180 72,499,931 789,249
　　　　　　基本財産合計 73,289,180 72,499,931 789,249
　　　　　　特定資産
　　　　　　　退任功労金積立金 4,097,869 2,531,338 1,566,531
　　　　　　　退職給与金積立金 141,906,332 143,026,700 △1,120,368
　　　　　　　決済金積立金 37,090,525 35,907,702 1,182,823
　　　　　　　財源調整積立金 263,856,757 273,432,009 △9,575,252
　　　　　　　統合積立金 116,400,898 148,428,854 △32,027,956
　　　　　　　農業高度化推進積立金 13,871,818 178,391 13,693,427
　　　　　　　機能保全積立金 101,590,812 78,122,000 23,468,812
　　　　　　　維持管理適正化事業拠出金 4,452,000 5,256,000 △804,000
　　　　　　　施設改善特別対策事業拠出金 0 1,100,000 △1,100,000
　　　　　　特定資産合計 683,267,011 687,982,994 △4,715,983
　　　　　　その他資産
　　　　　　　長期未収賦課金等 11,654,486 13,544,285 △1,889,799
　　　　　　　出資金 1,427,624 1,426,860 764
　　　　　　その他資産合計 13,082,110 14,971,145 △1,889,035
　　　　　その他固定資産合計 769,638,301 775,454,070 △5,815,769
　　　　固定資産合計 2,206,171,444 2,235,768,565 △29,597,121
　　３　繰延資産
　　　　繰延資産合計 0 0 0
　　資産合計 2,288,338,339 2,304,973,402 △16,635,063
Ⅱ　負債の部
　　１　流動負債
　　　　　未払金 7,309,541 12,337,530 △5,027,989
　　　　流動負債合計 7,309,541 12,337,530 △5,027,989
　　２　固定負債
　　　　　日本政策金融公庫借入金 195,895,708 152,311,568 43,584,140
　　　　　東旭川農業協同組合借入金 14,010,403 21,970,375 △7,959,972
　　　　　東川町農業協同組合借入金 38,917,796 57,667,718 △18,749,922
　　　　　東神楽農業協同組合借入金 10,896,999 16,146,975 △5,249,976
　　　　　あさひかわ農業協同組合借入金 15,567,125 23,067,093 △7,499,968
　　　　　全国土地改良事業団体連合会借入金 95,515,000 96,217,000 △702,000
　　　　　退任功労金引当金 3,558,600 510,700 3,047,900
　　　　　職員退職手当引当金 157,346,100 143,026,700 14,319,400
　　　　　決済金引当金 37,743,576 35,907,702 1,835,874
　　　　　維持管理適正化事業拠出金未払金 9,354,000 8,394,000 960,000
　　　　　施設改善特別対策事業拠出金未払金 0 890,000 △890,000
　　　　固定負債合計 578,805,307 556,109,831 22,695,476
　　負債合計 586,114,848 568,447,361 17,667,487
Ⅲ　正味財産の部
　　１　指定正味財産
　　　　⑴補助金等
　　２　一般正味財産 1,702,223,491 1,736,526,041 △34,302,550
　　　　（うち基本財産への充当額） （73,289,180） （72,499,931） （789,249）
　　　　（うち特定資産への充当額） （500,711,554） （508,537,892） （△7,826,338）
　　　　正味財産合計 1,702,223,491 1,736,526,041 △34,302,550

負債及び正味財産合計 2,288,338,339 2,304,973,402 △16,635,063

　貸　 借　 対　 照　 表　
平成31年３月31日現在
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１　地区　　　　　　　　　総面積　8,971.13ha （ha）
年度別地積

事業別
前年度末
地　　積

本年度末
地　　積 比 較 増 減 本 年 度

賦課地積
維持管理 8,845.60 8,838.98 △6.62 8,108.38

３．事業の概要
（１）地区及び組合員の状況

一般会計
科　　　　　目 当年度 前年度 増 減

Ⅰ一般正味財産増減の部
　　１　経常増減の部
　　　　⑴経常収入
　　　　　　賦課金
　　　　　　　経常賦課金 439,861,590 409,378,870 30,482,720
　　　　　　　特別賦課金 10,256,380 12,700,394 △2,444,014
　　　　　　補助金及び助成金 126,817,005 100,772,109 26,044,896
　　　　　　使用料 133,330 133,330 0
　　　　　　財産収入 1,383,522 1,290,127 93,395
　　　　　　受託金及び補償金収入 73,165,013 58,847,069 14,317,944
　　　　　　決済金 2,200,200 1,090,360 1,109,840
　　　　　　諸収入 1,896,751 7,181,342 △5,284,591
　　　　　　引当金戻入額 364,326 11,487,033 △11,122,707
　　　　　　未納金延滞金・過怠金 88,400 3,100 85,300
　　　　経常収入計 656,166,517 602,883,734 53,282,783
　　　　⑵経常支出
　　　　　　一般管理費 144,647,323 156,613,146 △11,965,823
　　　　　　営造物管理費 289,909,586 201,016,873 88,892,713
　　　　　　選挙費 0 59,682 △59,682
　　　　　　土地改良事業費 87,024,156 80,813,972 6,210,184
　　　　　　諸税及び負担金 62,502,729 57,178,099 5,324,630
　　　　　　償還金 3,293,188 4,251,392 △958,204
　　　　　　諸支出金 5,470,233 5,285,451 184,782
　　　　　　減価償却費 78,407,659 81,098,884 △2,691,225
　　　　　　引当金繰入 19,567,500 9,982,896 9,584,604
　　　　経常支出計 690,822,374 596,300,395 94,521,979
　　　　当期経常増減額 △34,655,857 6,583,339 △41,239,196
　　２　経常外増減の部
　　　　⑴経常外収入
　　　　　　固定資産売却収入 353,308 307,259 46,049
　　　　⑵経常外支出
　　　　　　固定資産除却支出 1 5 △4
　　　　　当期経常外増減額 353,307 307,254 46,053
　　　　　当期一般正味財産増減額 △34,302,550 6,890,593 △41,193,143
　　　　　一般正味財産期首残高 1,736,526,041 1,729,635,448 6,890,593
　　　　　一般正味財産期末残高 1,702,223,491 1,736,526,041 △34,302,550
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　１　補助金等
　　　　補助金等計 0 0 0
　　２　一般正味財産への振替額
　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 1,702,223,491 1,736,526,041 △34,302,550

　正　 味　 財　 産　 増　 減　 計　 算　 書　
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

２　組合員                総　数　　 1,008名 （名）
年度別員数

選挙区別 前年度末  本年度末 比 較 増 減 附　　　記

第 1 区（東川地区） 237 229 △8 所有権移転及び転用
による減

第 2 区（東旭川地区） 528 526 △2 所有権移転及び転用
による減

第 3 区（東神楽地区） 257 253 △4 所有権移転及び転用
による減

合　　計 1,022 1,008 △14
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（３）平成30年度 事業施行済状況 （単位：千円）

事業区分 事　　　　業　　　　名 事 業 費 事　　業　　量

国　営

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業 1,750,000 区画整理　　　　　 83ha
調査設計　　　　　 89ha

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業 200,000 基本設計　　　　　472ha
調査設計　　　　　 70ha

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業 500,000 区画整理　　　　　　8ha
調査設計　　　　　127ha

道　営

忠別北地区　農地整備事業（経営体育成型） 240,497

区画整理　　　　　11.8ha
暗渠排水　　　　　 0.8ha
用水路　　　　　　1,191ｍ
排水路　　　　　　2,126ｍ
農道　　　　　　　1,033ｍ
家屋調査・井戸調査　１式

兵村北地区　農地整備事業（経営体育成型） 367,401

区画整理　　　　　 9.5ha
暗渠排水　　　　　 4.9ha
用水路　　　　　　 690ｍ
排水路　　　　　　1,514ｍ
農道　　　　　　　1,655ｍ
家屋調査・井戸調査　１式

忠別南地区　農地整備事業（経営体育成型） 29,428 調査設計　　　　　一式

旭正北中央地区　農地整備事業（経営体育成型） 45,111 調査計画　　　　　一式

上幹線地区　水利施設整備事業 99,133 用水路  　　　　　 649ｍ

団体営

東川北第３支線用水路　維持管理適正化事業 14,200 用水路　　　　　 12.25ｍ

基線沿支線用水路　維持管理適正化事業 4,300 安全施設整備補修蓋設置　 210.4ｍ

忠別川第２頭首工　維持管理適正化事業 3,900
変圧器取替
屋内照明取替
屋外照明取替

南第２支線取水工　維持管理適正化事業 6,200 取水堰開閉器改修
取水門改修

西瑞穂第７頭首工　維持管理適正化事業 5,900 土砂吐施設整備補修
取水施設整備補修

東旭川豊田上地区　維持管理適正化事業 5,500 用水路　　　　 　 253.6ｍ

４．事務の経過
　　主なる行事

①　総代会の開催
　　　　平成30年８月24日　臨時総代会
　　　　平成31年３月18日　通常総代会
　　　　平成30年度中、２回の開催
②　理事会の開催
　　　　平成30年度中､ ９回の開催
③　監事会の開催
　　　　平成30年度中､ ３回の開催

（２）維持管理費状況 （単位：千円）

区　分 溝路維持 游水池維持 頭首工維持 揚水機維持 貯水池維持 関連事業費 適正化事業 合 　 計

営造物
管理費 152,312 2,175 19,658 3,664 2,456 5,701 51,546 237,512

④　監査の実施
　　　　平成30年度中､ ２回の実施
⑤　総務委員会の開催
　　　　平成30年度中、５回の開催
⑥　工務委員会の開催
　　　　平成30年度中、３回の開催
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【国営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

大雪東川第一地区　緊急農地再編整備事業 2,548,120
区画整理　　　129.0ha
暗渠排水　　　129.0ha
支線用水路　　1,200.0ｍ

大雪東川第二地区　緊急農地再編整備事業 999,500 区画整理　　　 14.0ha
暗渠排水　　　 14.0ha

旭東東神楽地区　緊急農地再編整備事業 2,401,000
区画整理　　　70.89ha
暗渠排水　　　70.89ha
用水路　　　　4,800ｍ
排水路　　　　9,200ｍ

【道営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

忠別北地区 農地整備事業（経営体育成型） 821,100

区画整理　　　46.6ha
暗渠排水　　　37.1ha
用水路　　　　6,249ｍ
排水路　　　　 5,608ｍ
耕作道路　　　 6,471ｍ

兵村北地区 農地整備事業（経営体育成型） 329,038 暗渠排水　   　  2.4ha
生産用水路     1,181ｍ

忠別南地区 農地整備事業（経営体育成型） 244,524

区画整理　　　　11.4ha
暗渠排水　　　　 0.8ha
用水路　　　　 1,213ｍ
排水路　　　　 1,134ｍ
耕作道路　　　 1,402ｍ

旭正北中央地区 農地整備事業（経営体育成型） 125,400

区画整理　　　　 5.3ha
暗渠排水　　　　 1.9ha
用水路　　　　　 237ｍ
排水路　　　　　 465ｍ
耕作道路　　　　 480ｍ

上幹線地区 水利施設整備事業（基幹水利施設整備型） 100,000 生産用水路　　　 503ｍ

【団体営事業】 （単位：千円）
事　　　業　　　名 事業費 事　　業　　量

忠別川第2頭首工 維持管理適正化事業 6,500 管理棟修繕整備　一式
八千代第4取水口 維持管理適正化事業 8,600 頭首工整備　　　一式
米原地区 施設改善対策事業 5,700 用水路整備　　120.45ｍ

　平成30年度の決算にあたり、去る７月25日、26日の２日間、当改良区監事３名により、規程に基
づき収入支出決算書、賃借対照表、財産目録、事業報告の内容精査と業務全般に亘る状況等につい
て監査が行われました。

監　査　報　告

定 期 監 査 の 結 果 に つ い て（報告）
　東和土地改良区定款第22条に基づき､ 平成30年度東和土地改良区一般会計収入支出､ 事業の執
行及び財産の状況について令和元年７月25日、26日の両日定期監査を行った結果､ いずれも適正
と認めましたので､ ここに報告いたします｡

東和土地改良区 総括監事 　榊　　　光　義 
同　　　　監　事　　北　山　秀　雄 
同　　　　監　事　　山　中　伸　幸
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　道営農地整備事業　忠別南地区と旭正北地区において去る４月26日に、工事着工に先立ち、期成
会と施行業者により、「安全祈願祭」が挙行され、関係者臨席のもと工事の無事を祈願し鍬入れが行
われました。両地区とも本年度より工事が本格スタートしました。

道営農地整備事業の実施状況

　農業農村の有する多面的機能の維持増進活動の一環により、例年、関係事業者様により無償にて
水路清掃や倒木撤去等の貢献活動を実施していただいており、本年度は以下のとおり活動いただい
ております。

地域貢献活動ありがとうございました

貢　献　者 活動時期 活動内容
株式会社 藤田組 ４月 倉沼川第１幹線用水路清掃活動

荒井建設 株式会社 ６月 上幹線用水路草刈り活動
荒井建設 株式会社 ６月 東川第２游水池導水路清掃活動
株式会社 盛永組 ９月 八千代川第１注水工清掃活動

花本建設 株式会社 11月 北第３支線第８号排水路清掃活動

　令和元年６月13～14日及び７月４日～10日にわたり農林水産省の土地改良区検査が実施されまし
た。検査は農林水産省大臣官房検査・監査部検査課の３名と北海道総務部２名、上川総合振興局調
整課２名により、平成30年４月１日～検査基準日までの現物検査と書類検査が実施されました。
　講評においておおむね良好との評価をいただきました。今後とも適正な改良区運営に努めていき
ます。

農林水産省の土地改良区検査がありました

忠別南地区

旭正北地区
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　当改良区理事三浦國行氏は、去る10月10日にご逝去いたしました。三浦さ
んは、地域組合員の信望を担い、平成22年２月から理事として９年10カ月改
良区運営をささえてきました。土地改良区の運営はもとより、土地改良事業
においては、道営農地整備事業兵村北地区の換地委員を平成28年度より務め
ていただきました。三浦さんが農業人として、今日までの数々のご尽力に対
し、深く感謝申し上げ、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

悲しみ・・・

　当改良区理事三浦國行氏の死去に伴い、当改良区規程に基づき、補欠選任が行われます。今後役
員選任推薦会議が開催され、総代会にて承認されることとなります。
　選任された新理事の紹介は、総代選挙結果と併せて後日ご報告いたします。

東和土地改良区役員の補欠選任について

総務部総務課　　　　　　　　　　
　主事　横峰　葵　　　　　　　　　　令和元年９月30日付で退職いたしました。
　（奉職　３年６カ月）　　　　　　　　大変お世話になりました。

お世話になりました。

　当改良区職員谷光宏氏は、去る５月30日にご逝去いたしました。谷さんは、
平成８年４月に入区されてから23年２カ月務められました。現場の維持管理
から土地改良事業、水利権など幅広く業務を行い組合員の負託に応えるため、
ご尽力されてきました。その功績に深く感謝申し上げ、心よりご冥福をお祈
り申し上げます。

　明年１月31日をもって現総代の任期（４年）が満了となり、任期満了による総代選挙は、土地改
良法に基づき東和土地改良区の管理のもとに執行されます。

総代選挙のお知らせ

◎選挙の時期
　  令和２年１月20日（月）

◎立候補届出期間
　  令和２年１月14日、15日
 

詳しくは折込みチラシをご覧ください

◎選挙区と総代定数は下記のとおりとなっています。
選挙区 選挙区域 総代定数
第１区 東川地区 11名
第２区 東旭川地区 17名
第３区 東神楽地区 ８名

合　　　計 36名



9 水土里ネット東和 秋 2019

　東川町立東川小学校と東神楽町立東聖小学校の５年生を対象に、｢田んぼの学校｣ を開催いたしま
した。田んぼの学校を始めてから19年目となりますが、今年もたくさんの笑顔を見せてくれました。

田んぼの学校開催

　土地改良区の組合員が、その資格に係る権利の目的である土地の全部又は一部について移動（売
買･相続･経営移譲･賃貸借･賃貸借解除等）した場合は、土地改良区に届出届出なければなりません。
（土地改良法第43条）
　この届出がなければ名義は変らず賦課金もそのままもとの組合員に賦課されます。なお、市役所･
町役場･農協･共済組合等で名義変更すれば自動的に土地改良区の方も変更されると思っておられる
方がいらっしゃいますが、別途届出が必要ですので、名義変更される方は両者の印鑑をご持参の上、
土地改良区にお出向きください。

各届出は忘れずに
組合員の資格得喪

　農地を宅地に転用したり、農地以外に転用したり、道路用地、河川敷地として買収されたときは、
届出を行い、決済金を納めなければなりません。
　土地改良区の組合員としての資格に係る農用地には、施設の維持管理費や今まで行ってきた事業
の未償還金、今後予想される土地改良事業費が掛かっております。この農用地を転用することにより、
その農用地に掛かっている費用を一括して支払うしくみで、このことにより、今後も農用地として（今
後共農業を続ける組合員）に不当な負担を負わせないように定めた規定です。なお、届出がないと
そのまま毎年賦課され賦課台帳から除外になりませんのでご注意願います。

農地転用

令和元年11月20日発行
発　行　所
旭川市東旭川町旭正312番地の13
東和土地改良区
電話 32-2241　FAX 32-2244
ホームページ
http://www.touwa.or.jp/
発行人　理事長　外山 弘美
編　集　総務課

あ  と  が  き
　本年は、大きな災害もなく、支障なく通水を終えることがで

きました。今後は本年度の秋工事、国営・道営事業を無事に終

えることができるよう、万全を期するところであります。

　これからは日々気温が下がりますので風邪など引かないよう

十分留意され、ご健勝をご祈念申し上げます。� （事務局）

　農地の移動（売買を含む）をする場合、滞納賦課金のある農地を取得すると土地改良法第42条１
項の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を納付しなければなりません。必ず、土地改良区で
未納があるか確認してから契約するように注意してください。

注意！ 滞納賦課金は新組合員に承継されます


